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◆
募
集
人
員

　

一
般
事
務
職　

若
干
名

◆
試
験
方
法　
　

○
１
次
試
験　

教
養
試
験
、
適
性

　

検
査
、
事
務
能
力
診
断
検
査
、　

　

論
文
試
験

○
２
次
試
験　

個
人
面
接

◆
採
用
予
定
日

　

令
和
4
年
10
月
1
日

◆
受
験
資
格

・
昭
和
57
年
4
月
2
日
～
平
成
8
年

4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

・
民
間
企
業
等
に
お
け
る
職
務
経
験

※
高
卒
の
方
は
通
算
で
8
年
以
上
、

短
大
・
専
門
学
校
卒
の
方
は
通

算
6
年
以
上
、
大
卒
の
方
は
通

算
4
年
以
上
で
す
。

●
高
校
卒
・
大
学
卒
枠

（
令
和
5
年
度
空
知
総
合
振
興
局
管

内
町
職
員
採
用
資
格
試
験
）

◆
１
次
試
験
日　
９
月
18
日
㈰

◆
場　

所　

岩
見
沢
平
安
閣

◆
受
付
期
間

　
７
月
１
日
㈮
～
8
月
5
日
㈮

◆
採
用
予
定
日

　

令
和
５
年
４
月
1
日

◆
受
験
資
格

・
初
級　

平
成
13
年
4
月
2
日
か
ら

　

平
成
17
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま

　

れ
た
方
（
高
校
卒
業
程
度
）

・
上
級　

平
成
6
年
4
月
2
日
か
ら

　

平
成
13
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま

新
し
い
保
険
証
を
郵
送

７
月
31
日
㈰
に
左
記
の
保
険
証

の
有
効
期
間
が
満
了（
使
用
不
可
）

と
な
り
ま
す
の
で
、
新
し
い
保
険

証
を
７
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

◆
更
新
さ
れ
る
保
険
証

○
北
海
道
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証（
高
齢
受
給
者
証
も
含
む
）

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

○
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証

○
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給

者
証

○
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給

者
証

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の

方
は
更
新
が
２
回
（
８
月
・
10

月
）
あ
り
ま
す

　
　

窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
に
伴　

　

い
、
す
べ
て
の
被
保
険
者
の
方
を

　

対
象
に
８
月
と
10
月
の
２
回
、
新

　

し
い
保
険
証
を
交
付
し
ま
す
。（
保

　

険
証
は
７
月
・
９
月
中
に
郵
送
し

　

ま
す
）

○
保
険
証
の
色
・
有
効
期
限

　

黄
緑
色（
～
７
月
末
）→
黄
色（
８ 

    

～
９
月
末
）
→
橙
色
（
10
月
～
）

◆
問
い
合
わ
せ

町
住
民
保
健
課
国
保
グ
ル
ー
プ

☎
�
７
５
０
８

高
齢
者
介
護
福
祉
金
を
支
給

　
　

町
で
は
低
所
得
の
高
齢
者
の
生

　

活
を
支
援
す
る
た
め
「
高
齢
者
介

　

護
福
祉
金
」を
支
給
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象
者
（
全
て
に
該
当
す
る
方
）

〇
世
帯
全
員
が
65
歳
以
上
の
方

○
令
和
４
年
度
の
町
民
税
非
課
税
世

　

帯
の
方

〇
令
和
４
年
度
の
町
民
税
で
、
ど
な

　

た
か
の
扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
な

　

い
方

〇
令
和
３
年
中
の
収
入
額
が
80
万
円

　

以
下
の
方

〇
固
定
資
産
を
お
持
ち
で
な
い
方

〇
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
方

〇
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
方

◆
支
給
額

　

月
額
１
５
０
０
円

◆
申
請
に
必
要
な
も
の　

印
鑑
、
通
帳
（
令
和
３
年
1
月
か

ら
12
月
ま
で
の
明
細
が
載
っ
て

い
る
も
の
。
複
数
あ
る
場
合
は
全

て
持
参
）

※
通
帳
が
無
い
方
は
令
和
３
年
中
の

収
入
額
が
分
か
る
書
類
（
年
金

支
払
通
知
書
な
ど
）
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

◆
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

　

町
福
祉
課

　

高
齢
者
・
介
護
・
医
療
グ
ル
ー
プ

　

☎
�
７
５
０
７
（
窓
口
６
番
）

栗
山
町
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
委
員

　
　

幼
児
期
の
学
校
教
育
・
保
育
、

地
域
の
子
育
て
支
援
を
進
め
る
た

め
、
関
係
者
な
ど
で
協
議
し
ま
す
。

◆
公
募
人
数　

　
３
人
（
総
委
員
数
20
人
以
内
）

◆
申
込
期
限
（
必
着
）　

　
７
月
29
日
㈮　

◆
任　

期

　

第
１
回
の
会
議
日
か
ら
令
和
６
年

３
月
31
日
ま
で
（
２
年
間
）

◆
会
議
な
ど　

   

平
日
の
夜
間
、
年
２
～
３
回
程
度

　
（
原
則
公
開
）。
会
議
１
回
に
つ
き

4
0
0
0
円
の
謝
礼
と
交
通
費

を
お
支
払
い
し
ま
す
。

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
福
祉
課

　

福
祉
・
子
育
て
グ
ル
ー
プ

　

☎
�
２
２
２
２

町
職
員
採
用
試
験
を
行
い
ま
す

●
社
会
人
枠
（
中
途
採
用
）

◆
試
験
日
程
（
会
場
・
町
役
場
）

　

1
次
試
験　

8
月
6
日
㈯

　

2
次
試
験　

8
月
20
日
㈯

◆
受
付
期
間

　

7
月
１
日
㈮
～
29
日
㈮
ま
で

ま ち の i
n

f o r
m

a t i
o

月 n
7
July

く
ら
し

く
ら
し

募
　
集

試
　
験

相
　
談

　

れ
た
方
（
大
学
卒
業
程
度
）

◆
試
験
方
法　
　

○
１
次
試
験

・
初
級　

教
養
試
験
、
作
文
試
験

・
上
級　

教
養
試
験
、
論
文
試
験

○
２
次
試
験　

　

1
次
試
験
合
格
者
（
空
知
町
村
会

発
表
）
は
希
望
町
ご
と
に
第
２
次
試

験
（
面
接
）
を
行
い
ま
す
。
栗
山
町

は
初
級
・
上
級
の
採
用
予
定
で
す
。

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
総
務
課
総
務
グ
ル
ー
プ

　

☎
�
１
１
１
１

募

集

相

談

試

験

  広告   広告

  広告

88 月月 11 日（月）日（月）

※納税が困難な場合は、申請により徴収の猶予ができますので収納グループ
　にご相談ください。町税納期限

納 税 な ど の 相 談納 税 な ど の 相 談町税務課課税グループ ☎ 7 3 - 7 5 0 5 町税務課収納グループ ☎ 7 3 - 7 5 0 6課税内容の問い合わせ課税内容の問い合わせ

※コンビニ・スマートフォンで納付ができます。

固 定 資 産 税 　②期

後期高齢者医療保険料　①期

国民健康保険税　①期

介 護 保 険 料 　 ①期

無
料
法
律
相
談

◆
日　

時　
７
月
15
日
㈮
、
29
日
㈮

　
　
　
　

午
後
1
時
～
4
時

◆
場　

所

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー「
し
ゃ
る
る
」

◆
内　

容

　

札
幌
弁
護
士
会
所
属
事
務
所
に
よ

る
30
分
程
度
の
法
律
相
談
（
事
前

予
約
制
・
定
員
各
６
人
）

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
�
1
３
２
２

　水を貯水槽に貯めてから給水している建物は、設置
者の管理が必要です。管理を怠ると水質が悪化し、適
切な給水ができなくなる場合があります。
①貯水槽の清掃を実施
　貯水槽は少なくとも年１回は清掃してください。毎
日使っていても、貯水槽は少しずつ汚れていきます。
専門業者に定期的に清掃してもらいましょう。
②貯水槽の点検
　有害物質からの汚染、亀裂・破損による漏水などを
防ぐために、月１回は施設の点検を行いましょう。定
期的な点検のほか、台風や地震などの影響で水質が悪
くなる恐れのある場合も点検を行いましょう。
●貯水槽周辺の整理整頓、亀裂・破損・漏水などの有無
●貯水槽内部の状態（さびや沈積物の有無）
●マンホールの密閉・施錠
●オーバーフロー管、通気管の防虫網設置、破損状況

【問い合わせ】　町上下水道課   ☎ 73-7514

貯水槽の衛生管理は大丈夫ですか？貯水槽の衛生管理は大丈夫ですか？


